
１．日 時 令和８年７月７日（火）

午前８時３０分～午前１１時００分まで（時間厳守）

２．回収場所 ＪＡ徳島県 神山営農経済センター（鬼籠野字東分 鬼籠野選果場）

３．回収品目及び負担金

種 類 負 担 金

(1㎏当たり)

塩化ビニール ７０円

（消費税込）

（マイカー線で束ねないでください）

酢ビ・ポリ等 ６０円

（消費税込）

（マイカー線で束ねないでください）

そ の 他 ７０円

（消費税込）

十分に分別できていない場合引き取れません。

回収の際に分別できているかを確認します。中身が見えない袋等につめないでください。

今回回収するのは農業用廃プラスチックのみです。一般ゴミは回収できません。
梱包前に、泥をおとし木片、金具などの異物を完全に取り除いてください。

部落内を回覧してください。



４．ご持参していただく物

・回収負担金

※口座引き落としを初めて希望される方は、農協口座の通帳と届出印をご用意ください。

５．荷造りの方法

１０kg～２０kg程度の大きさにして、２カ所以上をしばってください。

※ 梱包する際はマイカー線等を使用せず、右の写真

のように処理するビニール等を２m程度に切って使

用してください。

※ 塩ビでもパリパリに乾燥しているものは、ポリ・

酢ビの扱いになります。

※ 梱包前に、泥をおとし木片、金具などの異物を完

全に取り除いてください。

回収日以外での受取はできません。ご協力よろしくお願いします。

６．運搬車の表示について

農業用廃プラスチックの運搬車については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

により、産業廃棄物の運搬車であることが分かるように表示するように定められています。

①下図のような表示を、運搬車の両側面に表示してください。

②直接ペイントしなくても、マグネット、紙等よる脱着式で構いません。

③マグネット、紙等へ手書きでも構いません。（ただし、活字とそん色ないこと）

④シート等に隠れる等表示が見えない場合は「表示義務違反」となります。

産 廃 運 搬 車 ←日本工業規格の１４０ポイント以上

神 山 太 郎 ←日本工業規格の９０ポイント以上

※用紙・マグネットを必要とされる方は、産業観光課にありますのでお問合せください。

詳しいお問合せは

神 山 町 役 場 産業観光課 ＴＥＬ ６７６－１１１８

ＪＡ徳島県神山営農経済センター 営農指導課 ＴＥＬ ６７６－０２９０

切ったビニールをひもの代わりに
して梱包してください。


